
この講習の対象者は、主に加速器施設内で工事を行う従事者です。本講
習を受講しても、共同利用実験に参加することはできません。



放射線業務従事者としての準備
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• 教育訓練 （規則第21条の2）

• 管理区域に立ち入る前に受講する（いわゆる新規教育訓練）。

• 4月1日から3月31日の間に1回受講する（再教育）。
• 一部他施設と共用している部分もあるが、原則として施設ごとに受講する。

• 健康診断 （規則第22条）

• 管理区域に立ちいる前に受診する（ＲＩ規制法）
• 雇入れ・配置替えの際に受診する（電離則）

• 1年を超えない期間ごと（RI規制法）、6月を超えない期間（電離則）ごとに受診する。

• 共同利用者は所属機関で受診し、結果を従事者証明書により提出する。電離則部分は対象外。

• 被ばくの測定 （規則第20条第2項）

• 管理区域内では大阪大学が発行したルミネスバッジまたはガラスバッジを着用する。
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RI規制法施行規則第21条の2第２項

放射線業務従事者に対する教育及び訓練は、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後に

あつては前回の教育及び訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内に行わなければな

らない。

令和8年度 令和9年度

教育訓練を
受講した日

教育訓練を行った日の属する年度
（令和8年度)の翌年度の開始日

1年以内

R10.3.31R9.4.1R8.5.2

受講期限

→ 4月1日から3月31日までの間に1回受講せよ、という意味

4月1日から教育訓練実施日までだけ管理区域に立ち入って、その後管理区域
に立ち入らない人もその年度内に教育訓練を受講しなければならない

RI規制法による教育訓練は原
則その施設だけ有効。所属機
関で受講するだけでよい、とい

うことは一般的にはない。
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大阪大学核物理研究センターにおける放射線業務従事者の教育訓練の項目および時間数に関するガイドライ

ン(平成31年４月１日放射線安全委員会決定第1号)

第５条（年度内に管理区域に立ち入ったにもかかわらず教育訓練を受講しなかった者に対する措置）放射線業

務従事者に登録し、その年度内に管理区域に立ち入ったにもかかわらず教育訓練を受講しなかった者は、そ

の翌年度の開始日から放射線安全委員会が許可するまで管理区域への立ち入りを禁じられるものとする。

これは最終手段であって、必ずしも放射線安全委員会が立入禁止を解除するとは限らないので、この条文が
あることで安心しないこと！

現在運用している申請手続
① 対象者は放射線安全委員長宛に始末書を兼ねた管理区域立ち入り禁止の解除願を提出する。対象者が学生の場合

は指導教官も管理区域立ち入り禁止の解除願を提出する。A4 1枚程度で書式は自由。

② 放射線安全委員会で審議。
③ 条件付きで立入禁止が解除されたときはその条件に従う。
④ 条件が満たされたら従事者登録される。 （以上、全体で1月以上かかる場合があります。）

令和8年度 RCNP放射線業務従事者再教育(⼯事業者⽤)



• 初めて管理区域に立ち入る前の健康診断

• 被ばく歴の有無に関する問診と血液、皮膚、眼の検査

• 診断結果がでて、「異常なし」若しくは「放射線業務従事可」

であることが確認されてから管理区域に立ち入ることができ

るようになる。

• 1年（電離則では6月）を超えない期間ごとの健康診断

• 基本的には問診のみ。検査の必要性は医師が判断すること

になっており大学関係ではあまり検査が実施されない。

• 大阪大学の教職員と学生は7月頃と２月頃にWEB問診を実

施

• 人間ドックでは一般的に検査の一部しか行われないので不十分
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受診を忘れると管理区域に立ち入られなく
なります

前のページで「RI業務に従事しています
か?」と聞かれるので「はい」にチェックす
ること。
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無

ここは健康診断前に記入しておいて医師

に診てもらうようにするのがスムーズ

医師が被ばく歴に基づいて、検査が必要

かどうかを判断する。2回目以降、継続登
録者の場合は、医師の判断により省略
が可能。

「医師の診断」が「異常なし」でない場合は「医師の意

見」として、放射線業務従事の可否判定が必要

診断書
令和8年5月10日に阪大一郎に対して、医師大阪多朗が被ばく歴に関

する問診、白血球数及び白血球百分率の検査、赤血球数の検査及び
血色素量又はヘマトクリット値の検査、白内障に関する眼の検査、皮
膚の検査を実施し、異常がないことを認めた。放射線業務従事可能。

健康診断は個人情報なので、実施年月日、従事者氏名、医師名、結果、措置がわ

かれば良い。下記のようなものでも可。



• 放射線業務従事者は管理区域内において、長瀬ランダウア社製ルミネスバッジまたは千代田テクノル社製
ガラスバッジを使用して、外部被ばくの測定を行わなければならない。ポケット線量計（電子式線量計）は法
令の適合基準を満たしていないので、放射線業務従事者の外部被ばくの測定には使えない。

• 共同利用者（大阪大学所属者を除く）にもルミネスバッジを発行する。RCNPが発行するルミネスバッジを携
帯してRCNPの管理区域に立ち入る。

• 大阪大学の放射線業務従事者は所属部局のルミネスバッジまたはガラスバッジを使用して外部被ばくの測
定を行う。
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• すべての放射線業務従事者は大阪大学が発行したルミ
ネスバッジまたはガラスバッジを使用する。

• 共同利用者（大阪大学他部局所属者を除く）の所属機関
のバッジについては所属機関の指示に従うこと。

• 共同利用者（大阪大学所属者を除く）にはバッジの個人
報告書を2部送付します。必要に応じて、1部を所属機関
の線量管理担当者に提出してください。

自分で保管 所属機関の線量管理担当者に提出

注) RCNP放射線管理室は (DUPLICATE)と書かれた方を所属機関に
提出用と思っていますが、間違って(DUPLICATE)と書かれていない方
を提出してしまっても問題ありません。

2026/4/1 9

例: 東京科学大学では学外施設の利用時に東京科
学大学のガラスバッジの持参を求めている
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未使用バッジ
月末にこの段にあるバッジは測定されない

使用中・使用済みバッジ
月末にこの段にあるバッジは測定される

毎月1日から使用する

月が変わったら速やかに返却する

* 毎日ここに返却することを推奨

月末に１人でも返却しないと、測定が
遅れるだけでなく事務量が増えます

共同利用者のバッジは常時用意していな
いので、RCNPへくる前に必ず連絡する→

2026/4/1 10令和8年度 RCNP放射線業務従事者再教育(⼯事業者⽤)

学外への持ち出しは禁止！



• 「一時立ち入り者は、外部被ばく線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれがないときは測定を省略でき

る」という規定をできるだけ適用する。
• 測定する場合、一時立ち入り者の外部被ばくの測定には校正済のポケット線量計を使用できる。１年以内に

校正されていることを確認して使用する。
• 放射線業務従事者がルミネスバッジまたはガラスバッジと併用して補助的に使用しているポケット線量計は

校正されたものでなくても良い。

一時立ち入り者用 従事者用（補助的な使用）
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（正面から胸ポケットを撮影しています）

ルミネスバッジ、ガラスバッジは名
前が見えるように付ける

ポケット線量計はディスプレイが体
に向くように付ける

長所
すぐに被ばく線量がわかる

短所
携帯電話や衝撃で数値が上がる

長所
放射線以外に反応しない

短所
すぐに被ばく線量がわからない

男性は胸部、女性は腹部に着用する
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国土交通省 平成30年4月16日報道発表

先進的な保安検査機器の運⽤を開始
〜国内初のＣＴ型機内持込⼿荷物検査⽤Ｘ線検査装置の運⽤開始〜

国 土 交 通 省 航 空 局 で は 、 ２ ０ ２ ０ 年 東 京 オ リ ン ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 競 技 大 会 開 催に 
向 け 、 「 テ ロ に 強 い 空 港 」 を 目 指 し 、 先 進 的 な 保 安 検 査 機 器 の 導 入 を 推 進 す る こ とに 
よ り 、 検 査 に 係 る 旅 客 の 負 担 を 抑 え 、 検 査 の 円 滑 化 を 図 り つ つ 厳 格 化 を 実 現す る 航 
空 保 安 検 査 の 高 度 化 を 図 っ て い ま す 。 そ の 一 環 と し て 、 下 記 の と お り 、羽 田 空 港 国 

際 線 タ ー ミ ナ ル ビ ル 内 に 『 Ｃ Ｔ ( C o m p u t e d T o m o g r a p h y ) 型機 内 持 込 手 荷 物 検 査 
用 Ｘ 線 検 査 装 置 （ 以 下 「 Ｃ Ｔ 機 」 ） 』 を 設 置 し 、４ 月 １ ９ 日 か ら 運 用 を 開 始 す る こ と と な 
り ま し た 。

Ｃ Ｔ 機 は 、 従 来 か ら の X 線 検 査 装 置 で は 使 わ れ て い な か っ た Ｃ Ｔ 技 術 に よ り 、全 方 向 
か ら モ ニ タ 確 認 が 可 能 な 画 像 を 生 成 で き 、 従 来 の 装 置 よ り も 高 い検 知 能 力 を 持 つ と 
と も に 高 度 な 解 析 処 理 が で き る 装 置 で す 。

* 写真は各社のWEBサイトから引用

IDSS社 DETECT1000

HISSCO社 L-3 ClearscanAnalogic社 ConneCT
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管理区域の出入り口
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15

人が通常出入りする管理区域の出入り口は５箇所

物品等を搬入するために、人が通常出入りする出入り口以外の扉を使用するときは、やむを得ない時を除いて物
品のみを搬入し、作業者は通常使用する出入り口から出入りすること。

管理区域に入域（退域）するときはカード認証によりエンジ
ンドアを開ける。
• カード１枚に付き１人だけ入域可能。

• 入退カードは又貸し禁止

RCNPでは人が通常出入りする管理区域の出入り口にはエン
ジンドアを採用している

2026/4/1 令和8年度 RCNP放射線業務従事者再教育(⼯事業者⽤)

AVFサイクロトロン棟 １階 • 地下廊下等で互いに接続されている
• 屋外管理区域へのアクセスが可能２階

リングサイクロトロン棟 ２階

RI棟 １階

TATサイクロトロン棟 １階 • TAT棟内のみアクセス可能
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「その他の出入り口 ３０箇所」は「機器等の搬入搬
出・非常用」として使用承認を得ている。やむを得ない

ときを除いて人の通行は不可。

やむを得ないときの例
• 火災等の緊急時
• 搬入する物品が構造上不安定で人が介添えしてい
ないと搬入できないとき。

• 人が通常出入りする出入り口からアクセスできない
エリアへの立入り

このあたりにアクセス
できる唯一の出入り口

管理区域境
界

管理区域の内外に作業者をそれぞれ配
置し、荷物を受け渡している（良い事例）
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• 通常閉鎖部分を人が通行したときの記録。荷物だけ入れたときは
必要ない。

• 通行の都度記入する。
• やむを得ない理由があるときのみ通行可能。
• 第１種（第２種Ａ）管理区域から第２種管理区域または管理区域
外への通行時は汚染検査を忘れずに！

• 閉鎖部分は解放時の誤進入防止のため、無人での開放は禁止（開
放時は見張りを立てる）。

（予防規程第１２条第３項）

鍵の貸し出し台帳とは別物です

やむを得ないことがわかるよ
うに。「物品搬入」はダメ。
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ここへのアクセスはAVFサイクロトロン棟
の出入り口を使用する

この扉は通常閉鎖
物品搬入と非常時のみ使用可能

① TATサイクロトロン管理区域を退出
② 屋外・管理区域外を移動
③ AVFサイクロトロン棟に入り管理区域に再入域

④ サイクロトロン調整室から屋外へ

出入り可能



第1種管理区域からの
退出時の測定の方法
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• 「手、足、その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのあ

る人体部位の表面」について汚染の状況の測定をおこなうこと。
• 第1種管理区域から退出するときに、都度測定を行うこと。
• 一般的にはハンドフットクロスモニタ(HFCM)を用いる。HFCMが故

障しているときは校正されたGMサーベイメータで100CPM以下で
あることを確認する。

• 汚染のおそれがある作業をしなくても測定する。
• 汚染があるときは、流し、シャワー、洗濯機等を用いて除染する。

場所 測定器の種類 α線の測定 低β線の測定

AVF棟 シンチレーター × ○

リング棟 GM管 × ×

RI棟 シンチレーター ○ ○

• 211At等、アルファ線放出核種を用いたときはRI棟汚染検査室から
退出する。

• 14Cをリング棟で使用しても、リング棟汚染検査室からは退出しな
い。2026/4/1 20令和8年度 RCNP放射線業務従事者再教育(⼯事業者⽤)



実験で使用した機器

表面汚染

…………
放射化

• 表面汚染は主に非密封RIの使用に伴う
• 拭き取り検査可能
• ベータ線が多い
• 核種によっては低エネルギーベータ線のみを放出
• サーベイメータによる直接測定では放射化も同時に測定してしまう

拭き取り検査可能

拭き取り検査不可能

表面線量（率）

2026/4/1 21

……

• 放射化は主に加速器の使用に伴う
• 拭き取り検査不可能
• ベータ線が少ない
• ガンマ線を測定
• 表面汚染があると、それも同時に測定
してしまうため、先に表面を除染してか
ら測定する。

測定器（サーベイメータ）の種類により測
定できる放射線の種類が違うのでどちら
かだけ測定すれば良いわけではない。

令和8年度 RCNP放射線業務従事者再教育(⼯事業者⽤)



測定対象物の選定

表面汚染の測定
汚染させている核種を推定

低エネルギーベータ
線のみを放出

放出されるベータ線
のエネルギーが高い

拭き取りを行う

液体シンチ
レータを利用

GM検出器を
利用

放射化の有無の測定
核種 = 60Co, 54Mn, 22Na, 152Eu

NaI(Tl)シンチレータを利用

汚染なし
汚染あり汚染あり

除染 除染

再測定 再測定

放射化なし
管理区域
外へ持ち
出し可放射化あり

放射化物として
保管
廃棄
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• 「作業衣、履物、保護具その他人体に着用しているものの表面であって放射性同位元素によって汚染され
るおそれのある部分」について行う。・・・①

• 表面汚染(GMサーベイメータ)だけでなく、放射化の有無(NaIサーベイメータ)の確認を行う。
• 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度（アルファ線放出核種: 0.4 Bq/cm2、アルファ線放出核種以
外: 4 Bq/cm2 ）を超えているものは、第1種管理区域からから持ち出さない。・・・②

法令では、①の測定は校正された測定器を使用しなければならない。
しかし、「人体に着用しているものの表面」（①の測定）と「人体に着用
していないものの表面」（②の測定）の区別は容易でないので、RCNP
では、

RCNPでは、管理区域からの持ち出し物の表面汚染の測定も1年以
内に校正されたGMサーベイメータを使用するものとする。

なお、放射化の有無の測定に用いるNaIシンチレーションサーベイ
メータは校正されていなくても良い。
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• 立ち入り者の汚染の状況の測定に用いる放射線測定器は、「点検と校正を、１年ごとに、適切に組み合わせ
て行うこと。」と法令で求められている（測定の信頼性の確保）。

• 管理区域出口（汚染検査室）のHFCMを使用する。HFCMは放射線管理室において１年ごとに点検または校
正を実施する。常に測定の信頼性が確保されていると考えて良い。

• GMサーベイメータは半年ごとに半数を比較校正している。測定器部分に比較校正日が書かれている。

• 測定日が校正日から1年以内であることを確認する。

• 放射化の有無の測定に使用するはNaIサーベイメータは法令による校正の対象ではない。

校正日から１年以内であること
を確認する
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計画外被ばくの発生と安全文化
醸成について
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判明日
平成２０年１０月１１日

事業所名
住重試験検査株式会社（愛媛県）

概要
平成２０年１０月３１日に文部科学省に連絡があった。
平成２０年９月１１日に第1サイクロトロン室においてサイクロトロンより水漏れが発生し、修理にために入室し
た放射線業務従事者1名が52 mSvの被ばくをした。放射線業務従事者は入室時、即座に被ばく量がわかる線量計
を身につけていなかった。健康診断を受けた結果、異常は認められていない。文部科学省は報告が遅れたことにつ
いて厳重注意を行う。

（公益財団法人原子力安全技術センター「放射性同位元素等事故例」による）
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• 被ばく作業に先立って、被ばくが最小になるように作業計画を立てる。記録を残しておくこ
と。

• 軽度の被ばく作業は、事後速やかに推定線量を報告する。
• 1回の作業につき外部被ばく線量（実効線量）について50μSvを超えるおそれのある作業を行ったとき

• 月ごとに1日から月末日までの外部被ばく線量（実効線量）の合計が50μSvを超えるおそれのある作業
を行ったとき

• 重度の被ばく作業は、あらかじめ放射線安全委員会の許可が必要
• 1回の作業につき外部被ばく線量（実効線量）について1mSvを超えるおそれのある作業を行うとき

• 1日の外部被ばく線量（実効線量）が1mSvを超えるおそれのある作業に従事する者は、外
部被ばくの線量の測定の結果を毎日報告

• RCNP登録の従事者がRCNP以外の放射線施設で被ばく作業を行うときも同様

27
大阪大学核物理研究センターにおける被ばく作業実施の手続きに関するガイドライン（令和2年3月5日放射線安全委員会決定第8号）
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加速器の修理作業を行っていた作業員2名が、センター内ルールで必要な
許可を得ていないにもかかわらず、1 mSv以上の外部被ばくがあった。
計画被ばく量は900μSvであり、また日々の線量報告でそれを超えてい
たにもかかわらず、作業を継続した。
• RCNPでは1回の作業または1月の累積の外部被ばく線量が1 mSvを超えるときはあ
らかじめ放射線安全員委員会の許可が必要と規定している。

• 計画被ばく量は900 μSvと見積もったが、想定より作業に時間がかかり、電子式線
量計では3人の作業員が計画被ばく量を超えていた。

• 電離則に基づき、日々の線量報告を行っていた。作業員の1人は作業11日目に900 
μSvを超過、13日目に1 mSvを超過したがその後も作業を継続した。

• 作業員のルミネスバッジのよる測定値は、1.3 mSv、1.1 mSv、0.6 mSvであった。
• 計画外被ばくであるが、5 mSv以下なので法令報告対象にならなかった。
• 作業員は外注業者で、RCNPに従事者登録していた。
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事前の準備の状況
• 外注業者は、社内で安全審査を書面で実施し、作業に当たっての注意事項を確認し
ていた。
• ポケット線量計で被曝線量を随時確認する。
• 人員交代を行いながら作業を行う。
• 放射化している箇所からできるだけ距離を取って作業する。
• 作業を短時間で済ませるように努力する。

• センター職員と外注業者の間で安全審査や両者のルールを事前に確認していた。
• 作業直前の放射線安全委員会ではこの作業が行われることが報告されており、1 
mSvを超える作業でないこと、被ばく量が多くなったときは作業を中止することも
確認されていた。
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原因
• 事前計画では、人員交代を行いながら作業を行う、とされていたが実際には特定の
作業員にしかできない作業があった。

• 事前計画では、放射化している箇所からできるだけ距離をとる、とされていたが実
際には距離をとることが困難な場所があった。

• 計画被ばく量を超えたにもかかわらず作業を続けたこと、事前準備と実際が乖離し
ていたにもかかわらず作業を続けたことは、安全文化の欠如といわざるを得ない。

今後の対応
• 500 μSvを超えることがわかった時点で安全審査をすることを徹底する。
• 安全審査を迅速に行うために、簡潔な手続きを行う。
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放射線取扱主任者の意見
• 放射線作業において、特定の人しか作業ができない状況を作ることは避けるべきで
ある。

• 作業手順を熟慮して、被ばくを最小にする努力を行う。被ばく低減のための、ある
程度の費用や工期は許容すべきである。イメージトレーニングやコールドランが必
要。

• IAEA基本原則および国内法により、安全の一義的責任は事業者（大阪大学）にある。
業者や共同利用者の作業安全についてもRCNPが責任を持てる体制が必要 (注：業者や
共同利用者の所属機関にも労働安全の責任があります。）。

• 被ばくすることは「安全」か「安全でない」かではない。ALARAの原則の再確認
が必要。
ALARA (As Low As Reasonably Achievable)の原則
個人の被ばく線量、被ばく人数、被ばくの可能性を経済的要因、社会的要因を考慮に加えた上、合理
的に達成できる限り低く押さえること。
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管理区域内の注意事項と復習
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管理区域の区分
第１種管理区域 ・・・ 密封されていない放射性同位元素の使用室、その室
から汚染検査室に通じる廊下及びその廊下を通らないと通常入室することがで
きない室
第２種管理区域 ・・・ 第１種管理区域に該当しない管理区域
第２種管理区域内に放射化物による汚染のおそれがある場所を指定し第１種管
理区域に準じた管理を行っている場所がある
→ 第2種A管理区域と呼ぶことにする
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認すること



• 個人被ばく線量計等の適切な放射線測定器を着用して、継続して被ばく線量を測定
する
• 大阪大学が発行したルミネスバッジ（ガラスバッジ）を使用する。
• 共同利用者は必要に応じて所属機関のバッジも着用する。
• ルミネスバッジではすぐに被ばくした線量がわからないのでPDMも携帯する。

• 放射性同位元素を体内摂取した時、又はそのおそれがあるときは、主任者の指示に
従う

• 物品等を搬入するために通常閉鎖されている扉を使用するときは、やむを得ない時
を除いて物品のみを搬入し、作業者は通常使用する出入り口から出入りすること。
• [第１種、第２種A]→[第２種、管理区域外]の物品移動は汚染検査が必要。作業者が通行するとき
は作業者の汚染検査も必要

34

（細則第７条第１項、同第４項、第８条、第２２条）
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• 専用の履物を使用する
• 必要に応じて専用の作業衣を着用する
• 飲食、喫煙、化粧等放射性同位元素を体内に摂取するおそれがある行為は禁止
• 退出する時は、汚染検査室（第２種Aでは汚染検査を行える設備）において身体、
衣服及び履物等の汚染の有無を調べる
• 汚染のある時は、除染を行い、除染が出来ない場合は主任者の指示に従うこと

• 放射性汚染物は特別な場合を除いて第１種（または第２種A）管理区域から持ちだ
さない

• 使用した機器は、みだりに持ち出さない
• やむを得ず持ち出す場合は放射性汚染物でないことを確認する
• 第１種管理区域には作業に不必要なものは持ち込まない
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（細則第７条第２項、同第３項、同第５項から第７項）

飲⾷物は論外
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• 放射線業務を行わない人は一時立ち入り者として管理区域に立ち入ることが可能
• 権限を持つRCNP教員の許可が必要（第１１条第２項）
• 立ち入りに必要な教育訓練が必要（第２３条第３項）講師の基準は規定されていない

• 一時立ち入り者は以下の場所へは立ち入り禁止（細則第６条第２項）
• 立ち入り期間中に外部被ばくの線量が100 μSvを超えるおそれがある場所
• 内部被ばくのおそれがある場所
• その他、一時立ち入り者の立ち入りが禁じられた場所

• サイクロトロンの使用など、放射線業務を行う人は一時立ち入り者として管理区域に立ち入ることは
できない（細則第６条第１項第１号）

• 放射性同位元素等の飛散のおそれがある作業を行う場合は一時立ち入り者が行ってはいけない（細則
第６条第１項第３号）
• （例）放射化した壁への穴開け、放射化した機器の切削

• 第１３条により主任者に管理区域から退去を命じられた人は一時立ち入り者としても管理区域に立ち
入ることはできない（細則第６条第１項第２号）
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→大阪大学核物理研究センター
における放射線管理区域に一時
的に立ち入る者への立入許可を
与える者を指定する件（平成３
１年４月１日放射線安全委員会
決定第２号）
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